
第８章 補助事業の流れ及び実施計画 

８－１補助事業の流れ 

 

 社会資本整備総合交付金による土地区画整理事業の流れは図８－１のとおり

である。 

 

図８－１ 土地区画整理事業補助の流れ 

 

 

　・基本構想の作成

　・事業計画案の作成

　・換地設計案等の作成

〈採択前年度６月概算要望・１１月本要望〉

〔法定手続〕
 ・社会資本総合整備計画における位置づけ

・土地区画整理事業の名称、区域を決定  ・実施計画の案を作成

・基本的に市町村が決定  ・新規要望地区の概要、補助基本額、補助要望額を説明

〈採択前年度までに〉

〈整備計画の正式提出までに〉

 下記の事項について自主的・主体的に検証を行う

 ・目標の妥当性

 ・整備計画の効果及び効率性

 ・補助対象、補助基本額、限度額等相談  ・整備計画の実現可能性

〈採択前年度末（３月頃）〉

・地区、設計の概要、期間、資金計画を決定 ・事前評価の検証結果を添付
・都道府県知事等が認可 〈事業計画決定後直ちに〉

　 
〈交付対象事業完了後速やかに〉  下記の事項について行い、国土交通大臣へ報告

 ・社会資本整備総合交付金を充てた要素事業の進捗状況
  ・愛知県都市整備課へ提出  ・事業効果の発現状況

 ・中間評価にあっては評価指標の中間目標値の実現状況
〈交付対象事業完了後速やかに〉 　 事後評価にあっては評価指標の最終目標値の実現状況

都市計画決定

事業計画決定事前協議

事業計画決定
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実施計画正式提出

精算実施計画提出

土地区画整理事業の事業評価（事後評価）

社会資本総合整備計画正式提出

〈整備計画の中間年度及び交付期間の終了後〉
社会資本総合整備計画の中間評価及び事後評価

土地区画整理事業の事業評価（事前評価）

社会資本総合整備計画の事前評価

〈事業計画の事前協議前に〉
実施計画事前相談

区画整理事業調査

区画整理促進調査

〔交付金手続〕

予算要望ヒアリング

〔調査段階〕
まちづくり基本調査
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８－２ 実施計画 

（1）概 説 

土地区画整理事業における資金計画は、収入について、社会資本整備総合交付

金、国庫補助金の他、地方公共団体単独費、保留地処分金、公共施設管理者負担

金等、支出について、各種公共施設工事や宅地整地、移転補償費、事務費、借入

金利子等と、ともにその区分は多岐にわたる。社会資本整備総合交付金の交付を

受ける事業 ※については会計を整理するため、実施計画書を作成し、国に提出す

る必要がある。 

 

（2）実施計画変更 

 実施計画は、事業の進捗や経済情勢の変化等に対応するため、一定期間毎に見

直されることが望ましい。 

 特に、経済情勢の変化に対応するため、事業全般に対する再検討を行った結果、

施行期間、設計及び資金計画等を変更することとなった場合、土地区画整理法の

規定に基づいて、事業計画を変更しなければならず、これにあわせて実施計画に

ついても見直すことが必要となる。 

 また、交付金等が交付される最終年度の前年度までに実施計画を見直し、最終

年度の交付額を確定しておくことが望ましい。 

 

（3）実施計画に係る手続き 

社会資本整備総合交付金の交付を受ける事業等 ※の実施計画に係る手続き等に

ついては、国土交通省都市・地域整備局市街地整備課課長事務連絡（「社会資本整

備総合交付金の交付を受ける土地区画整理事業の実施計画の提出について」令和

４年４月４日）に記載のとおり、施行者は、地方公共団体等にあたっては事業計

画決定後、土地区画整理組合等にあたっては設立認可後すみやかに事業計画書の

写しを添付し、中部地方整備局等を通じて本省に提出することとされている。実

施計画書については、後に示す様式を参考として作成し、電子データと併せて提

出するものとする。 

事業計画の変更等に伴い、提出した実施計画の変更を行う必要が生じた場合は、

実施計画の変更を行う必要がある。 

なお、提出に先立ち、事業計画案の縦覧を行う事前の段階等において、実施計

画の内容について各地方整備局を通じて本省と相談することも可能とされており、

愛知県では事業計画決定から事業着手までをスムーズに行うために事前相談を行

うこととしている。 

 事前相談の時期については、適宜提出可能とされている。事前相談を予定する

年度当初には愛知県都市整備課まで相談されたい。また、次年度に交付を受ける

新規・変更事業 に関し事前相談が必要な場合には、本省への提出を１１月末まで

にすることとなっている。 

計画段階で実施計画の作成に至っていない場合でも、計画の概要や支援対象路
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線等について、中部地方整備局を通じて国土交通省都市局市街地整備課に相談す

ることも可能であるため、新規補助地区を予定している市町村においては出来る

限り早期に愛知県都市整備課まで相談されたい。 

 

※道路事業、都市再生区画整理事業並びに都市再生整備計画事業及び都市構造

再編集中支援事業における都市再生区画整理事業等 

 

（4）留意事項 

①  事前相談の実施時期について 

愛知県では、事業計画決定または変更において補助基本額等を確定させ

ておく必要があると考え、原則として実施計画作成または変更の事前相談

を事業計画の事前協議回答までに行い、国土交通省都市局市街地整備課の

事前確認を得ておくこととしている。 

 

②  事業完了後の清算書提出について 

現在は、補助事業が完了すると翌年度に精算書を国に提出することは求

められていないが、愛知県としては補助事業の精算額を確認する必要があ

ると考え、補助事業が完了したら速やかに精算書を作成し（様式は実施計

画書に同じ）県へ提出することを求めている。 

 

③  公共施設のグレードアップについて 

 個性ある街づくりの推進のため、地域における取り組みの程度に応じて、

土地区画整理事業により整備する公共施設のグレードアップを行うことが

考えられる。取り組みの程度とグレードアップによる単価の増加について、

７－５－４を参考とされたい。なお、実施計画の提出の際に、別途様式１

及び２を参考として地区の概要等を添付することとする。 

 

(5)補助事業の執行について 

これまでのいわゆる「道路特会補助事業」に対しては、従来から「消し込み作

業」を年度ごとに適切に行っていただくようお願いしてきたところであるが、社

会資本整備総合交付金（道路事業）となった今後も引き続き「消し込み作業」を

適切に行われたい。また、都市再生土地区画整理事業を導入している地区にあっ

ては、そちらについても適切に「消し込み作業」を行われたい。 

なお、本要望時・予算執行前には、限度額及び執行額について再確認すること。 
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【公共団体施行の場合の事前相談 施行者から国、県への提出】        様式１ 

〇〇〇第〇号  

〇〇年〇月〇日  

 

  国土交通省 都市局 

   市街地整備課長 様 

  愛知県都市・交通局長 様 

 

                             ○○市町長 

                            （公印省略） 

 

   ○○都市計画事業○○土地区画整理事業に係る実施計画（当初又は第○回

変更）について（事前相談） 

 

 標記について、別添のとおり提出いたします。 

                       ※国、県宛でそれぞれ作成 

 

【公共団体施行の場合の正式提出 施行者から国、県への提出】        様式３ 

〇〇〇第〇号  

〇〇年〇月〇日  

 

  国土交通省 都市局 

   市街地整備課長 様 

  愛知県都市・交通局長 様 

 

                             ○○市町長 

                            （公印省略） 

 

   ○○都市計画事業○○土地区画整理事業に係る実施計画（当初又は第○回

変更）について（提出） 

 

 標記について、〇年〇月〇日にて○○都市計画事業○○土地区画整理事業の事業計画

（当初又は第〇回変更）が決定しましたので、別添のとおり提出いたします。 

 なお、本件については事前に相談を行っております。 

また、別添の実施計画書は、事前に相談を行った際の内容と相違ございません。※２ 

※１ 国、県宛でそれぞれ作成    

※２ 事前相談時との変更がなければ記載 
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【組合施行の場合の事前相談 施行者から県への提出】            様式５ 

〇〇〇第〇号  

〇〇年〇月〇日  

 

  愛知県都市・交通局長 様 

 

                          ○○土地区画整理組合 

                          理事長 ○○ ○○ 

 

   ○○都市計画事業○○土地区画整理事業に係る実施計画（当初又は第○回

変更）について（事前相談） 

 

 標記について、別添のとおり提出いたします。 

 

 

【組合施行の場合の事前相談 市町から県への提出】             様式６ 

〇〇〇第〇号  

〇〇年〇月〇日  

 

  愛知県都市・交通局長 様 

 

                         ○○市町長 ○○ ○○ 

                            （公印省略） 

 

   ○○都市計画事業○○土地区画整理事業に係る実施計画（当初又は第○回

変更）について（事前相談） 

 

 標記について、別添のとおり提出いたします。 
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【組合施行の場合の正式提出 施行者から県への提出】           様式１１ 

〇〇〇第〇号  

〇〇年〇月〇日  

 

  愛知県都市・交通局長 様 

 

                          ○○土地区画整理組合 

                          理事長 ○○ ○○ 

 

   ○○都市計画事業○○土地区画整理事業に係る実施計画（当初又は第○回

変更）について（提出） 

 

 標記について、〇年〇月〇日にて○○都市計画事業○○土地区画整理事業の事業計画

（当初又は第〇回変更）が認可されましたので、別添のとおり提出いたします。 

 なお、本件については事前に相談を行っております。 

また、別添の実施計画書は、事前に相談を行った際の内容と相違ございません。※ 

※ 事前相談時との変更がなければ記載 

 

 

【組合施行の場合の正式提出 市町から県への提出】           様式１２ 

〇〇〇第〇号  

〇〇年〇月〇日  

 

  愛知県都市・交通局長 様 

 

                         ○○市町長 ○○ ○○ 

                            （公印省略） 

 

   ○○都市計画事業○○土地区画整理事業に係る実施計画（当初又は第○回

変更）について（提出） 

 

 標記について、〇年〇月〇日にて○○都市計画事業○○土地区画整理事業の事業計画

（当初又は第〇回変更）が認可されましたので、別添のとおり提出いたします。 

 なお、本件については事前に相談を行っております。 

また、別添の実施計画書は、事前に相談を行った際の内容と相違ございません。※ 

※ 事前相談時との変更がなければ記載 
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８－３ 事業評価 

（１）社会資本整備総合交付金事業の事業評価について 

これまで国庫補助事業の事業評価は、国の事業評価実施要領に基づき行ってきた。平成 22

年度の社会資本総合交付金の創設に伴い、交付要綱に従った整備計画単位での評価の実施が必

須となった。 

表 8－1 社会資本整備総合交付金事業の整備計画ごとの評価 

評 価 対 象 評 価 の 時 期 備 考 

事 前 評 価 〇 
整備計画を国土交通大臣に

提出する前までに実施 
 

中 間 評 価 △ 中間年度の終了後に実施 必要に応じて実施 

事 後 評 価 〇 
交付期間の終了後又は交付

期間の最終年度中に実施 
 

 
（２）各要素事業（各地区）の評価について 

平成 22 年度の社会資本総合交付金の創設に伴い、各要素事業（各地区）の事業評価につい

ては、地方自治体の裁量に委ねられることとなったが、事業の効率性を測る指標の一つである

費用便益比（B/C）の算出結果を国民や地域住民に公表することは、地域における評価を充実

させるという点において、交付金事業の制度趣旨にも適うとの考えから、平成 28 年 4 月の交

付要綱改正により、各要素事業について、一定の線引きを行った上で、平成 29 年度以降に事

業着手するものを対象に B/C の算出結果を整備計画に記載することとなっている。 

表 8－2 各要素事業（各地区）の評価 

要 素 事 業 名 施 行 者 摘 要 

道路事業 

組合 
又は UR 

・B/C の算出結果を社会資本総合整備計画に記載※１ 

・県が間接補助を行う事業については事業評価調書を都市整備課に提出 

公共団体 ・B/C の算出結果を社会資本総合整備計画に記載※１ 

市街地整備事業 

（都市再生区画整理事業） 

組合 
又は UR 

・B/C の算出結果を社会資本総合整備計画に記載※２ 

公共団体 ・B/C の算出結果を社会資本総合整備計画に記載※２ 

   ※１ 新設・改築のうち、全体事業費１０億円以上の事業が対象（市町村道事業は除く）。 

なお、市町村道事業は除くとしているが、市町村が国道又は県道を整備する場合は、

評価の対象となるため留意が必要である。B/C 算定にあたっては、「費用便益分析マニ

ュアル（令和５年 12 月、国土交通省道路局都市局）」を準用して評価を行う。 

   ※２ B/C 算定にあたっては、「土地区画整理事業における費用便益分析マニュアル（案）（平

成２１年７月、国土交通省都市・地域整備局）」を準用して評価を行う。 
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